
加古地区更生保護女性会活動事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、加古川市補助金等交付規則（昭和 61 年規則第 30 号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、予算で定める範囲内で加古地区更生

保護女性会活動事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の種類等） 

第２条 補助金の種類、範囲及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第３条  補助申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付

申請書（規則様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付方法） 

第４条 市長は、補助事業者から提出される補助金請求書により補助金を交付す

るものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは概算払いすることができる。 

（実績報告） 

第５条  補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、会計年度終了後２週

間以内に補助事業実績報告書（規則様式第５号）に次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 



（補則） 

第６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

    附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。 

 

別表（第２条関係） 

補助金の種類 

性質 事業費補助 

目的 

犯罪の予防と犯罪や非行を犯した人たちの更生に関心を

もち、女性としての立場から社会復帰に向けての更生保

護に協力し、犯罪のない明るい社会の実現を目指すこと

を目的とした事業に対する補助 

補助金の範囲 

対象となる

者 
加古地区更生保護女性会 

対象となる

経費 

加古地区更生保護女性会の活動事業に必要な経費 

・事務費 ・会議費 ・事業費 ・研修費 

・通信費 ・負担金 

・その他団体が必要とする経費 

補助金の額 補助金の額 
補助金を交付する年度の予算の範囲内の額とする。ただ

し、80,000円を上限とする。 

 

 

 


